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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
五
号

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
一
条
の
四
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
火
薬

類
取
締
法
の
適
用
を
受
け
な
い
火
工
品
を
指
定
す
る
告
示
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

一
～
十

［
略
］

一
～
十

［
略
］
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十
一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

十
一

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
膀
胱
結

第
百
四
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規

石
破
砕
用
医
療
用
点
火
具
又
は
ピ
ン
ハ
ン
マ
ー
型
尿
路

定
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
膀
胱
結
石
破
砕
用
医
療
用
点
火

結
石
破
砕
装
置
に
用
い
ら
れ
る
結
石
破
砕
器
で
あ
っ
て

具
又
は
ピ
ン
ハ
ン
マ
ー
型
尿
路
結
石
破
砕
装
置
に
用
い

、
爆
薬
の
量
が
〇
・
〇
一
二
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

ら
れ
る
結
石
破
砕
器
で
あ
っ
て
、
爆
薬
の
量
が
〇
・
〇

一
二
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

十
二
～
二
十
九

［
略
］

十
二
～
二
十
九

［
略
］

三
十

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

三
十

薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五

一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
着
用
型
自
動
除
細
動

第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定

器
に
用
い
ら
れ
る
導
電
性
の
薬
液
の
射
出
装
置
で
あ
っ

に
よ
り
承
認
さ
れ
た
着
用
型
自
動
除
細
動
器
に
用
い
ら

て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の

れ
る
導
電
性
の
薬
液
の
射
出
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
要
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件
を
満
た
す
も
の

イ
～
ホ

［
略
］

イ
～
ホ

［
略
］

三
十
一
～
三
十
七

［
略
］

三
十
一
～
三
十
七

［
略
］

三
十
八

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一

三
十
八

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一

号
）
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
無
人
航
空
機
に

号
）
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
無
人
航
空
機
に

用
い
る
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
開
傘
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
要

用
い
る
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
開
傘
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
要

件
を
満
た
す
も
の

件
を
満
た
す
も
の

イ

火
薬
の
量
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

イ

点
火
薬
（
過
塩
素
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
に
限

あ
る
こ
と
。

る
。
）
の
量
が
〇
・
一
二
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ

点
火
薬
（
過
塩
素
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
に
限

と
。

(1)
る
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
量
が
〇
・
一
二
グ

(2)

ラ
ム
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
ガ
ス
発
生
剤
（
硝
酸

エ
ス
テ
ル
を
主
と
す
る
火
薬
に
限
る
。

に
お
い

(2)
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て
同
じ
。
）
の
量
が
一
・
九
四
グ
ラ
ム
以
下
で
あ

る
こ
と
。

点
火
薬
の
量
が
〇
・
一
二
グ
ラ
ム
を
超
え
〇
・

(2)
二
五
二
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
ガ
ス
発
生

剤
の
量
が
〇
・
九
〇
〇
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ

と
。火

薬
（
過
塩
素
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
に
限

(3)
る
。
）
の
量
が
〇
・
二
五
二
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る

こ
と
。

［
削
る
］

ロ

ガ
ス
発
生
剤
（
硝
酸
エ
ス
テ
ル
を
主
と
す
る
火
薬

に
限
る
。
）
の
量
が
一
・
九
四
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る

こ
と
。

ロ
～
ト

［
略
］

ハ
～
チ

［
略
］
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三
十
九
～
四
十
一

［
略
］

三
十
九
～
四
十
一

［
略
］

四
十
二

年
少
者
用
補
助
乗
車
装
置
（
道
路
運
送
車
両
法

［
新
設
］

施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
第

七
条
に
規
定
す
る
年
少
者
用
補
助
乗
車
装
置
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
用
い
る
エ
ア
バ
ッ

グ
ガ
ス
発
生
器
（
圧
力
容
器
付
き
の
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件

を
満
た
す
も
の

イ

火
薬
（
過
塩
素
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
に
限
る
。

）
の
量
が
〇
・
五
四
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ

電
気
点
火
に
よ
り
、
圧
力
容
器
の
封
板
を
開
放
す

る
こ
と
に
よ
り
ガ
ス
を
放
出
さ
せ
る
構
造
で
あ
る
こ

と
。
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ハ

外
殻
は
、
防
錆
性
を
有
す
る
材
質
で
あ
る
こ
と
。

ニ

内
部
の
火
薬
が
容
易
に
取
り
出
せ
な
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。

ホ

未
使
用
の
エ
ア
バ
ッ
グ
ガ
ス
発
生
器
を
回
収
す
る

方
法
を
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消

え
な
い
方
法
で
表
示
す
る
と
と
も
に
、
附
属
す
る
取

扱
説
明
書
に
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
エ
ア
バ
ッ

グ
ガ
ス
発
生
器
を
用
い
る
年
少
者
用
補
助
乗
車
装
置

及
び
当
該
装
置
に
附
属
す
る
取
扱
説
明
書
に
表
示
又

は
記
載
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。


